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｢デイサービスセンターふじの花荘｣ 

重要事項説明書 

 当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 （山形県指定 第０６７３０００１２１号） 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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１．事業者 

 （１）法人名        社会福祉法人 ふじの里 

 （２）法人所在地     山形県鶴岡市藤の花一丁目１８－１ 

 （３）電話番号      ０２３５－６４－５８８０ 

 （４）代表者氏名     理事長  阿 部 昇 司 

 （５）設立年月      平成８年５月２日 

 

２．事業所の概要 

 （１）種類          指定通所介護事業所 

 （２）名称          指定通所デイサービスセンターふじの花荘 

 （３）所在地         山形県鶴岡市藤の花一丁目１８－１ 

 （４）電話番号       ０２３５－６４－５８８０ 

 （５）管理者名       施設長  奥 山 由 樹 

 （６）開設年月日     平成９年３月２５日 

 (７)運営方針       ①利用者が、要介護状態になった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生

活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家
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族の身体的及び精神的負担の軽減を図ること 

②利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニー

ズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することに

より、利用者が必要とする適切なサービスを提供すること 

 （８）通常の事業の実施地域     鶴岡市（藤島地域） 

 （９）営業日・営業時間  月曜日～土曜日（ただし、１月１日～１月２日を除く。） 

                 午前８時３０分～午後５時００分 

（サービス提供時間は午前９時１５分～午後４時３０分） 

                 ※必要に応じ午前８時３０分～午後５時００分まで時間を拡

大し対応させていただきます。また緊急の際は電話で２４

時間連絡がとれる体制となっております。 

 （１０）利用定員       １日 ５０人 

 

 

 

 

 

 

３．職員の配置状況 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 人  数 

１．管理者 1名 

２．生活相談員 3名以上 

３．介護職員 8名以上 

４．看護職員 2名以上 

５．機能訓練指導員 2名以上 

６．栄養士 1名 

７．事務員 1名 

                                 ※（兼務職員含む） 

 

<職員の勤務体制と担当業務> 

職 種 職 務 内 容 

生活相談員 毎日少なくとも１名の相談員が勤務します。               

利用者及びその家族の必要な相談に応じると共に、適切

なサービスが提供できるよう事業所内のサービスの調整、

他機関との連携を図ります。 
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介護職員 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相

談・助言を行います。 

看護職員 原則として１名の看護職員が勤務します。 

利用者の健康管理や療養上の看護、必要な看護や介護を

行います。 

機能訓練指導員 看護職員が個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓

練を行います。 

※ 職員は介護予防・日常生活支援総合事業に関しても一体的なサービスの提供を行いま

す。 

 

４．事業所が提供するサービスと留意点 

 （１）介護保険対象サービス 

 ①基本サービス 

食事ケア 昼食時間は１２：００～１３：００頃です。 

離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則とします。 

利用者の状況に合わせた必要な食事介助を行います。 

おやつの提供も行います。 

胃ろう等の注入食の方への対応については、個別に相談させて

いただきます。（必要物品に関しては持参いただきます。） 

排泄ケア 利用者の状態に合わせた排泄介助を行います。 

必要な物品（紙おむつや衣類の替え）のご準備をお願いします。 

健康チェック等 看護職員等により、血圧測定・検温を実施します。 

必要がある場合に軟膏塗布・湿布交換・処置等を行います。 

必要な物品は持参をお願いします。 

送迎 ご希望により、居宅と事業所との間の送迎を行います。 

利用者の状況に合わせて車椅子等でも対応を行います。 

その他の日常

生活上のケア 

身の回りの介護や見守りを行い、日常生活の安全を確保しま

す。 

必要に応じて爪切りや口腔ケアを実施します。 

レクリェーション 季節に応じた行事やゲーム等のプログラム活動を実施します。 

 ②加算によるサービス 

個別機能訓練 利用者の状況に応じた必要な個別の機能訓練を看護職・介護

職・相談員が協働して実施します。 

このサービスは、ケアマネジャーと相談の上、個別に利用者や

家族に書面にて同意を得ます。 
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生活機能向上

連携加算 

外部のリハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計

画を作成し、計画の進捗状況を３月に１回以上評価し、必要に

応じて計画・訓練内容等の見直しを行います。 

ADL 維持等加

算 

利用者の ADL（日常生活動作）を定期的に測定し、ADL の維持

又は改善が一定水準を超えた場合に算定いたします。 

栄養改善加算 管理栄養士を配置し、栄養ケア計画を作成し、栄養状態に関す

る解決すべき課題に取り組みます。このサービスは、ケアマネ

ジャーと相談の上、個別に利用者や家族に書面にて同意を得ま

す。 

口腔・栄養スク

リーニング加算 

看護職・介護職・相談員が利用開始時及び利用中６か月ごとに

口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、該当情報を

介護支援専門員と共有します。 

入浴ケア 入浴の種類は一般浴と特殊浴での入浴があります。いずれにす

るかは利用者の状況に合わせて利用者や家族と協議します。 

健康状態等に応じて入浴が困難な方へは、清拭対応を行いま

す。 

認知症加算 日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する方が一定水

準を超えた場合に算定いたします。 

若年性認知症

利用者受入れ

加算 

若年性認知症と診断された方に対して介護支援専門員と情報

共有しながら柔軟な受入れを調整します。 

中重度者ケア

体制加算 

要介護 3，要介護 4又は要介護５である方の割合が一定水準を

超えた場合に算定いたします。 

 

（２）介護保険対象外のサービス 

昼食・おやつ 利用者の嚥下・咀嚼状態に合わせた食事を提供します。可能な

範囲で利用者の嗜好を考慮します。 

 

５．介護保険証等の提示のお願い 

 初回利用時、必要書類が変更された時は、下記の書類の確認をさせていただきま

す。 

   ・介護保険証 

   ・介護保険負担割合証 

   ・社会福祉法人利用負担軽減確認証 

 

６．利用料金 

 （１）利用料金 
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利用料は、利用者の要介護度に応じた基本利用料と加算分を足した金額のうち、介

護保険給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払下さい。 

《通所介護費》 （１日あたりの料金） 

要介護度 介 護 報 酬 （単位） 利用者自己負担分 

 

基本分 
入浴介助

加算（Ⅰ） 

サービス提供体制

強化加算(Ⅰ) 

計 食費 
１割負担の

場合 

２割負担の

場合 

３割負担の

場合 

要介護１ 629 40 22 691 620円 1,311円 2,002円 2,693円 

要介護２ 744 40 22 806 620円 1,426円 2,232円 3,038円 

要介護３ 861 40 22 923 620円 1,543円 2,466円 3,389円 

要介護４ 980 40 22 1,042 620円 1,662円 2,704円 3,746円 

要介護５ 1,097 40 22 1,159 620円 1,779円 2,938円 4,097円 

※当事業所は大規模事業所（Ⅰ） 利用時間：７時間以上８時間未満でのサービス提供

体制となっております。 

※当事業所は、介護福祉士を５０％以上配置していますので、サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）ロが加算されています。 

 

 

 

 

 

 

※感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が生じた月の利用延べ人数が７５

０人以下となった場合は、通常規模型の報酬区分を適用します。 

 通常規模型介護報酬（単位） 

1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ 658 1,316 1,974 

要介護２ 777 1,554 2,331 

要介護３ 900 1,800 2,700 

要介護４ 1,023 2,046 3,069 

要介護５ 1,148 2,296 3,444 

※感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が前年度の１月あたり平均利用

延べ人数から５％以上生じている場合、所定単位数の３％が加算されます。 

 

【その他の加算】 

加算名称 
自己負担額 

備 考 
1割負担 2割負担 3割負担 

ADL維持等加算（Ⅰ） 30円 60円 90円 1月につき 
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ADL維持等加算（Ⅱ） 60円 120円 180円 1月につき 

ADL維持等加算（Ⅲ） 3円 6円 9円 1月につき 

入浴介助加算（Ⅱ） 55円 110円 165円 1回につき 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20円 40円 60円 6月に 1回を限度 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 150円 300円 450円 月 2回限度 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 160円 320円 480円 月 2回限度 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 76円 152円 228円 1日につき 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20円 40円 60円 1月につき 

科学的介護推進体制加算 40円 80円 120円 1月につき 

認知症加算 60円 120円 180円 1日につき 

若年性認知症利用者受入れ加算 60円 120円 180円 1日につき 

中重度者ケア体制加算 45円 90円 135円 1日につき 

栄養改善加算 200円 400円 600円 1回につき 

(月 2回限度） 

栄養アセスメント加算 50円 100円 150円 1月につき 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100円 200円 300円 1 月につき(3 月に 1

回限度） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200円 400円 600円 1 月につき(ただし、

個別機能訓練を算定

の場合は 1 月につき

100円(1割）） 

※別途、１月の合計額の９．２％相当の介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）が加わります。 

 

①要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払い

ただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻

されます（償還払い）。 

②介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負

担額を変更します。 

 （２）介護保険の対象とならないサービスと利用料金 

下記のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

《実費負担》 

食費 １食（食材料費及び調理にかかる費用） 620円 

おやつ代 個人の選択に基づきます。事前に確認させていただきます。 80円 

教養娯楽費 
個人の選択に基づく教養娯楽費等事前に確認させてい

ただきます。 
実費 

おむつ代 使用時のみ 実費 

その他の日 日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で 実費 
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常生活費 す。個人の選択に基づきます。事前に確認させていただ

きます。 

※時間延長については介護報酬に基づき利用料金をお支払いいただきます。 

 （３）取り消し料 

利用予定日の前日の１７：００までに申し出がなく、利用を中止された場合、取り消し

料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。 

取り消し料 620円 

 

７．利用料のお支払方法 

 （１）請求方法 サービスの利用料金は、毎月１日を起算日とする１ヶ月ごとに計算し、

ご請求いたします。 

 （２）支払期日 当該利用月の翌月の２５日までお支払下さい。 

 （３）支払方法 原則として金融機関口座からの自動引き落としとなります。 

 ご利用できる金融機関 ： 鶴岡信用金庫・荘内銀行・郵便局・庄内たがわ農協 等 

 

８．利用の中止、変更、追加 

 （１）利用者は、利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止する

場合には、利用者はサービス実施日の前日１７：００までに事業者に申し出ることとし

ます。 

（２）利用日の変更・追加は、担当のケアマネジャーと協議し、事業所の空き状況を踏ま

えて可能な範囲で調整させていただきます。 

 

９．長期休止について 

 ①入院・入所等で１ヶ月以上利用を休止された場合の利用の再開について、事業所

の稼働状況により、希望される日や曜日に対応できない場合があります。その際は、

利用者に他の利用可能な日や曜日を提示し、あらためて調整します。 

 ②サービスを休止して３ヶ月以上経過する場合は、契約の終了に関して相談をさせて

いただきます。 

 

１０．事故発生時の対応 

利用者のサービス提供中に事故が発生した場合は、必要に応じて以下の対応を行い

ます。 

 ①医療機関への連絡と受診（物を壊した場合等を除く） 

 ②利用者の家族・居宅介護支援事業所・介護予防居宅介護支援事業所への連絡 

 ③必要時の県・市町村への連絡 

 ④事故原因の解明・改善策の検討 

 ⑤事業所加入の損害賠償保険に基づく対応 
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１１．緊急時の対応 

サービス提供中に利用者の容態に変化等あった場合は、予めお約束（確認）した緊

急連絡先及び医療機関への報告、連絡、相談を行います。又、状況に応じて救急隊

への依頼又は緊急受診を行います。 

原則として、付き添い等は家族にお願いすることになります。 

 

１２．健康上の理由による中止 

 ①風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

 ②当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止する

ことがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

 ③サービス提供中に利用者の容態に変化等あった場合は、「１１．緊急時の対応」にあ

るように適切に対応し、サービスを中止いたします。 

 ④感染症の診断があった場合、感染予防のため、サービスを中止させていただきます。

また、利用者や家族に感染症の恐れのある場合は、念のため予防的な処置をさせて

いただき、専門医への受診をお願いすることがあります。 

治癒により、ご利用を再開する場合、医師からの意見・指示、治癒証明書をいただく

ことがあります。 

また、治癒証明書をいただいた後でも、症状が見られる期間は感染予防等の対応を

させていただきます。 

１３．悪天候時の対応 

雪や台風時の天候不良時、事業者は、利用者・家族と相談の上、利用者の安全確保

のため送迎時間帯及び利用日の変更又はサービスの提供を中止することがあります。

尚、天候不良時とは、警報の発令、その他実際の気象条件に応じ事業所が安全の確

保が図れないと判断した場合を含むものとします。 

 

１４．非常災害時の対応 

 （１）地震・噴火・台風等の天災その他事業所の責に帰すべからざる事由により通所介

護サービスの実施ができなくなった場合には、事業者は利用者に対して当該サービ

スを実施すべき義務を負いません。 

 （２）利用中に非常災害が発生した場合は、当事業所の災害時避難計画に従い、迅速

且つ安全な避難誘導を行います。 

尚、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

１５．虐待防止について 

 （1）当事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止のため次の措置を講じます。 

① 虐待防止委員会及び身体拘束委員会の設置 

② 成年後見制度の利用促進 

③ 苦情解決体制の整備 
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④ 虐待防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施 

⑤ その他、利用者の虐待防止・身体拘束禁止等のため必要な措置 

（2）虐待防止に関する措置について責任者を管理者とし責任を持って対応します。 

（3）サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに

市町村通報するものとします。 

 

１６．身体拘束の禁止 

原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。た

だし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及

びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１７．第三者評価の実施状況について 

第三者評価の実施の有無 有   ・   無 

 

 

 

 

 

１８．衛生管理及び感染症対策について 

 事業所は利用者と施設の衛生管理に努めるとともに、感染症の発生、又は蔓延し

ないように次の措置を講じます。 

 

（１） 感染症予防部会の設置・運営 

（２） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

（３） 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施(年 1 回以

上） 

 

１９．ハラスメント対策について 

 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境 

が築けるようハラスメントの防止に向け次に掲げる措置に取り組みます。 

① 事業所内において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動や、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の職業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等マニュアルの整備。 

② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防

止会議等により再発防止策を検討します。 

③ ハラスメント対策等、研修の実施 

④ 関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除等
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の措置。 

 

２０．業務継続に向けた取り組みについて 

 ①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び定期的

な訓練の実施。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行う。 

 

２１．その他 

当事業所では、ボランティア及び専門職の養成のために実習・研修生の受け入れを

しています。サービス提供に当たり、実習生等が職員に同行することがありますので、

ご協力下さい。尚、ボランティア、実習生の受け入れに関しては、利用者の個人情報

の取扱いについて留意いたします。 

 

 

２２．苦情・相談受付 

当事業所では、サービスに関する苦情やご意見を以下の専用窓口で受け付けており

ます。 

  苦情受付窓口（担当者）    生活相談員 

  受付時間  ８：３０ ～ １７：００ 

  電話番号  ０２３５－６４－５８８０ 

また、苦情受付ボックスを支援センター窓口の前に設置しています。 

尚、当事業所以外に下記にも苦情・相談の受付窓口があります。 

鶴岡市役所 

健康福祉部長寿介護課 

所在地 山形県鶴岡市馬場町９番２５号 

Ｔｅｌ ０２３５－２５－２１１１ 

ｆａｘ ０２３５－２９－５６５８ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 

山形県 

国民健康保険団体連合会 

所在地 山形県寒河江市大字寒河江字久保６番地 

Ｔｅｌ ０２３７－８７－８００６ 

ｆａｘ ０２３７－８３－３３５４ 

受付時間 ９：００～１６：００（月～金） 

山形県社会福祉協議会 所在地 山形県山形市小白川町二丁目３番３１号 

Ｔｅｌ ０２３－６２２－５８０５ 

ｆａｘ ０２３－６２２－５８６６ 
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受付時間 ９：００～１６：００（月～金） 

 

２３．個人情報の利用について 

 （１）使用目的 

  ①適切なサービス提供のために必要な場合の事業所内での情報収集と情報共有 

  ②上記①の他、居宅サービス事業所又は利用されるその他福祉サービス等との情

報収集、連絡調整が必要な場合 

  ③現に居宅サービスの提供を受けている場合で、利用者・家族が体調を崩し、又は

怪我等で病院へ行った時の医師・看護職員等への情報提供 

 （２）個人情報を提供する事業所 

  ①担当の居宅介護支援事業所 

  ②居宅サービス計画に記載されている居宅サービス事業所 

  ③かかりつけ医の所属する病院又は、診療所、医院等 

  ④緊急時は③以外の病院等 

  ⑤市町村・保健所・地域包括支援センター等 

 （３）使用する期間 

  契約終了まで 

  

 

（４）使用する条件 

  ①個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の

提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払う。 

  ②個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 指定通所介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき、重要事項及び個人情報

の利用に関しての説明を行いました。 

 

 指定通所デイサービスセンターふじの花荘 

 

説明者   職 名                氏 名                  印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び個人情報の利用についての説明

を受け、指定通所介護サービスの提供開始について同意しました。 
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令和    年    月    日 

 

利 用 者  住 所   鶴岡市 

 

氏 名                        印 

 

署名代行者  住 所    

 

氏 名                        印 

                        

 （契約者との関係                ） 

 

 


